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平成３０年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会会議録 

 

平成３０年７月１０日（火曜日） 午後２時００分 開議 

議事日程第１号 

第１ 会期の決定 

第２ 会議録署名議員の指名 

第３ 議案第５号 公立岩瀬病院附属高等看護学院条例の一部を改正する条例 

 

出席議員（１０名） 

１番 小山克彦  ２番 安藤 聡 ３番 佐藤栄久男 ４番 横田洋子 

５番 菊地 洋    ６番 本田勝善 ７番 小林徳清  ８番 荒井裕子 

９番 渡邉達雄  10番 関根保良  

遅参通告議員 

  なし 

欠席議員 

なし 

説明のため出席した者 

企業長      伊東幸雄     院長       三浦純一 

副院長      大谷 弘     副院長      土屋貴男 

副院長      安達恵美子    事務長      塩田 卓      

参事兼医事課長  有賀直明     総務課長     福田和也 
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午後２時 開会 

○議長（関根保良君） 

皆さん、こんにちは。 

ただ今より平成３０年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

欠席通告議員、遅参通告議員はありません。出席議員は定足数に達しておりま

す。 

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。 

この際、諸般の報告をいたします。 

監査委員から、例月出納検査結果報告書が提出されております。 

印刷の上、お手元に配布いたしておりますので、ご了承願います。 

これより、議事に入ります。 

日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日一日限りといたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日限りと決しました。 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、本会議規則第７７条の規定により、議長において、３番 

佐藤栄久男議員、４番 横田洋子議員、５番 菊地洋議員を指名いたします。 

この際、日程第３、議案第５号を議題といたします。 

あらかじめ、お願いいたします。説明・質問及び答弁にあたっては、議席で起

立のうえ、簡潔明確に発言され、会議の円滑な進行にご協力願います。 

それでは提出者から、提案理由の説明を求めます。 

企業長 

○企業長（伊東幸雄君） 

本日ここに、公立岩瀬病院企業団議会６月定例会が招集となりましたところ、

議員の皆様方には、公私ともに何かとご多用の中、ご参集をいただき誠にありが
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とうございます。 

さて、今期定例会におきましては、ただ今議題となりました議案１件について

ご審議をいただくこととなりますが、提案理由の説明に先立ちまして、前定例会

以後の病院事業について、主なものをご報告申し上げます。 

初めに医師体制についてであります。 

本年４月からは常勤医師数に換算して２６名体制と、加えて、初期臨床研修医

６名の３２名の体制でスタートしておりますが、４月に受け入れた初期臨床研修

医１名が自己都合により、５月末日を持って当院での臨床研修を中断することと

なり、本日現在３１名の医師体制となっております。 

常勤医師数については「新公立岩瀬病院改革プラン」における経営指標に係る

数値目標として、平成３０年度期末で３４名としておりますので、引き続き医師

招聘による診療体制の充実を最優先課題として取り組んで参りたいと考えており

ます。 

また、地元医師会からの診療支援や、医師招聘につながる情報を収集するなど、

地域との連携の中で医師招聘活動を展開していくことが重要でありますので、現

在、オープンシステム委員会に地域の開業医の先生や、歯科医師の先生方、併せ

まして、１４６名に登録医となっていただいております。今年度も先日『オープ

ンシステム委員会総会』を開催し、当院の勤務医師の専門分野を紹介し意見交換

を行いながら、連携強化に向けて紹介や逆紹介など、役割分担について相互の理

解を深めるとともに、協力をお願いしたところです。 

次に、産科婦人科診療に係る運営状況について申し上げます。 

昨年、平成２９年３月２２日の南棟での分娩開始から、２９年度末、３月３１

日までの分娩件数は計画数を大きく超える５４７件となっております。 

内訳といたしましては、構成四市町村にお住まいの方の合計で２７５件、全体

の５０パーセントを超える実績となっており、加えて福島県外から９８件、福島

市やいわき市など県内他地域からも７０件ほどの利用があり、これら里帰り分娩

も積極的に受け入れております。 

なお、今年度に入りましても６月末現在での分娩数は１５０件を超えており、

昨年をさらに上回る新たな命の誕生をみておりますので、引き続き体制の充実強

化を図って参ります。 
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改めまして、これまでの地域をあげた「安心して子供を産み育てることのでき

る地域づくり」への取り組みに対し、議員皆様そして構成市町村並びに関係機関

に対し感謝を申し上げる次第です。 

次に、平成２９年度の決算見込みについて申し上げます。 

入院患者数が７９，０８７人（対前年度比８，５２９人増、病床稼働率７７．

７％）、外来患者数が８９，４７３人（対前年度比１４，６８３人増）となり、

入院患者・外来患者ともに前年度を大きく上回りました。 

南棟を除く実績では、入院患者数７２，０８８人（対前年度比１，５３０人増、

病床稼働率８２．３％）、外来患者数も７８，０８２人（対前年度比３，２９２

人増、対前年度累計比１０４．４％）となり、産科婦人科、周産期医療分を除い

ても患者数を増やすことができました。 

このような患者増については、産科婦人科の開設による患者の受け入れや、一

昨年８月に導入した地域包括ケア病棟の運用に伴うきめ細かな病床管理、さらに

は常勤医師３３名体制となるなど、医療提供体制の強化や整備などこれまでの

様々な取り組みによるものと思っております。 

これらの取り組みの成果は、結果として収益面にも表れ、入院収益の決算見込

額は３４億９千３３３万円余りとなり、対前年度比、５億７千２６６万円ほどの

増額となりました。 

外来収益は１１億６千３４７万円余りとなり、こちらも対前年度比２億７８２

万円余りの増額となりました。 

また、平成２９年度は産科婦人科周産期医療の立ち上げに伴う支援策として構

成市町村から他会計負担金の繰り入れもいただいており、入院・外来、その他の

収益を併せた医業収益の合計額は、対前年度比１０億８千５１８万円余りの増額

となる５６億２千７９４万円余りとなりました。 

その一方で、医業費用決算見込額は、南棟稼働に伴う人件費、材料費、施設管

理費等その他経費の増額や、減価償却費の増大などにより、対前年度比９億２９

９万円余りの増額となる５７憶８４８万円余りとなり、医業収支は８千５４万円

余りの損失となる見込みですが、この額は対前年度比では１億８千２１８万円余

り改善が図られた額となっております。 

また、医業外収支は、構成市町村からの企業債元金償還金に対する繰入金を長
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期前受金戻入として収益化する一方、２８年度の産科婦人科診療棟建設に係る控

除対象外消費税負担分が軽減されたことなどにより、医業外収支では対前年度比

で３億２千万円余りの改善が図られ、１億８千５１０万円余りの利益となる見込

みであり、医業収支、医業外収支を加えた経常収支については、１億４百万円余

りの利益となる見込みとなっております。 

これらに、過年度修正分としての特別損益を加えた当年度純利益については、

平成２２年度以来となります、６千７９２万円余りの黒字となる見込みです。 

なお、２９年度決算につきましては、今後、公認会計士の意見を伺ったうえで、

監査委員による監査を経て、企業団議会９月定例会に提出することとしておりま

す。 

また、数値目標に対しましては「経常収支比率」は１０１．７％、となり、

「職員給与比率」は目標５８．７％に対し、５５．８％となりますので、いずれ

も目標数値を上回ることとなりました。 

「南棟を除く病床稼働率」については目標８３．３％に対し、実績８２．３％

となり、１ポイント下回ることになりました。 

引き続き取り巻く環境は厳しい現状にありますが、喫緊の課題であります医師

招聘による診療体制の強化、「地域医療連携推進法人制度」の活用に向けた取り

組み、地域包括ケア病棟の活用による在宅復帰の支援など、取り組みをさらに強

化し、地域の信頼と医療ニーズに一層応えることが出来る病院づくりに努め、結

果として、経営基盤の向上にも寄与していきたいと思っています。 

「新公立岩瀬病院改革プラン」を着実に推進し、全職員が病院目標を共有し、

経営に参画するために、各部署で数値目標を明確にし、その成果を可視化しなが

ら目標達成に向けた取り組み、医業収益を上げていくための取り組み、さらには、

支出の削減に向けた取り組みなど、更なる改善改革に取り組む中で、地域医療の

一層の推進と、安定的な黒字基調の病院経営を目指して参りますので、議員皆様

方の特段のご指導とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

以上、病院運営の当面の課題等をご説明申し上げましたが、今期定例会には、

単行議案１件を提案しております。 

提出議案に係る提案理由につきましては、事務長から説明申し上げますので、

慎重にご審議のうえ、速やかに議決を賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（関根保良君） 

 事務長 

〇事務長（塩田卓君） 

 それでは、本議会にご提案させていただきます議案 1 件につきまして、提案理

由の説明をいたします。 

 公立岩瀬病院附属高等看護学院条例の一部を改正する条例であります。 

お手許の議案をご覧ください。 

本議案は、当企業団の公立岩瀬病院の付属施設であります高等看護学院の運営

につきまして規定しております、高等看護学院条例の一部を改正する条例であり

ます。 

条例第７条において、高等看護学院が発行する証明書の交付に係る手数料を定

めておりますが、本議案によりまして、成績証明書を発行できない旨の証明書を

発行するための項目を加え、外国語での証明を求められた場合の交付手数料に加

算額を追加設定するため、本議会にお諮りするものでございます。 

 改正個所につきましては、添付資料としてお配りしております新旧対照表をご

覧ください。 

新旧対照表 右側に現行の条例第７条といたしまして、手数料を定めておりま

すが、証明書の種類を、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書の３通を、そ

れぞれ１通１，０００円として定めております。 

なお、消費税につきましては非課税とされております。 

左側、改正後（案）でございますが、これまでの各１通１，０００円で交付し

ておりました証明書類を第１項にまとめまして、新たに第２項として、成績証明

書を発行できない旨の証明書の交付手数料を１通５００円と規定し、それぞれに

ついてただし書の規定を設け、外国語による証明の場合の加算額を各５，０００

円と定めるものです。 

 成績証明書を発行できない旨の証明書の発行につきましては、学校教育法施行

規則第２８条の規定により、学校において備えなければならない表簿等について、

それらの保存期間を５年間と定められており、保存期間を経過した場合の証明と

して、成績証明書が発行できない旨の証明書を発行するものです。 
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 さらに、外国語での証明につきまして、主に英文での証明を想定していますが、

日本語以外での証明書の交付手数料として各 1 通５，０００円の加算額を徴収い

たしたく、ただし書きにより加算額を設定するものです。 

 国外で看護師としての活動をするために、資格申請の際に添付書類として必要

となるため、発行を想定しております。 

 本議会でご承認いただきましたら、来月８月 1 日から施行したいと考えており

ます。 

以上、議案 1 件について、提案理由を説明させていただきました。よろしくご

審議をお願い申し上げます。 

○議長（関根保良君） 

 これより、議案第５号 公立岩瀬病院附属高等看護学院条例の一部を改正する条

例についての質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

４番横田洋子議員 

〇４番（横田洋子君） 

成績証明書を発行できないのは、表簿の保存期限が過ぎているので発行できない

ということでよろしいか、また、加算の５千円の根拠を伺いたい。 

〇議長（関根保良君） 

ただ今の４番横田洋子議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 

事務長 

〇事務長（塩田卓君） 

      表簿等については、５年を経過したものは速やかに処分することも求められてお

ります。したがって、５年を経過し保存期限がきれたものについては、成績証明書

を発行できない証明書を発行することとなります。 

加算の５千円につきましては、他の学校の料金を参考に設定させていただきまし

た。以上です。 

〇議長（関根保良君） 

      よろしいでしょうか。 

      ほかに、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（関根保良君） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

これより、討論に入ります。 

      討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（関根保良君） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

これより、議案第５号 公立岩瀬病院附属高等看護学院条例の一部を改正する条

例について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（関根保良君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、平成３０年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

 

        平成３０年７月１０日 午後２時２５分   閉会 

      

 


